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スイッチＯＴＣ医薬品・税制上恒久化へ 

セルフメディケーションを一層推進 

 

「セルフメディケーション税制」は、薬局などで購入した風

邪薬や湿布薬などの市販薬（ＯＴＣ医薬品）の購入額の一部を

所得控除できる税制上の仕組みです。政府は昨年末、税制の対

象となる医薬品のうち、医療用医薬品から転用されたスイッチ

ＯＴＣ医薬品について、2026年末までとなっている適用期限を

撤廃して 2027 年から恒久化する方針を閣議決定しました。非

スイッチＯＴＣ医薬品は対象を拡大し、適用期限を５年延長す

るとしています。 

 前回の改正では、有訴者数が多い「腰痛・関節痛・肩こり」「風邪の諸症状」「アレルギーの諸症状」の

３症状に対応し、医療費適正化の効果が高い「鎮痛・消炎剤」「解熱鎮痛消炎剤」「鎮咳去痰剤
ちん がい きょ たん ざい

」「耳鼻科

用剤」の４薬効の非スイッチＯＴＣ医薬品が新たに対象となりました。また、対象のスイッチＯＴＣ医薬

品から、医療費適正化効果が低いと認められる医薬品を除外しました。今回の改正では、非スイッチＯＴ

Ｃ医薬品に「消化器官用薬」や「生薬を有効成分とする鎮咳去痰薬」を追加するとともに、新たに一部の

ＯＴＣ検査薬を税制の対象とするなどの見直しが行われ、2027年から適用される予定です。 

 この税制を活用すると、本人または家族が購入した市販薬の年間計１万 2000 円を超える部分（最大８

万 8000円まで）を課税所得から控除できます。ただし、医療費控除との併用はできません。 

 セルフメディケーションについて世界保健機関（ＷＨＯ）は、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な

身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。少子高齢化の進展により医療保険制度の財政運

営が厳しさを増す中、国民皆保険制度を維持するためには、制度改革のみならず、私達の日常的な取り組

みも大切です。適切な食事、睡眠、運動による健康維持と定期的な健診受診を土台としたセルフメディケ

ーションのさらなる推進が求められています。 
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● 第１３５回組合会および令和８年度収入支出予算の概要 

【３月分保険料から（４月納付分）】 

～ 保険料率５‰引き下げ、介護保険料率２‰引き下げ ～ 

【４月分保険料から（５月納付分】 

 ～ 子ども・子育て支援金率２．３‰引き上げ ～ 

 

 

令和８年２月１８日、第１３５回組合会において、令和８年度の事業計画および収入支出予算が決

定されました。 

組合会で報告された令和７年度決算見込では、経常収支の黒字が２億５千万程度であり、決算後の

残金が３億円近くになる見込みとなっています。 

昨年７月の令和６年度決算組合会において、令和８年度から健康保険料率を１０１‰に引き下げる

方向で検討を進めることとしていましたが、当初の目論見以上の準備金（積立金）の保有になること、

および、協会けんぽが平均保険料率を０．１％（１‰）引き下げて、兵庫県の協会けんぽの保険料率

が１０．１２％（１０１．２‰）になったことにより、さらに引き下げることを決定しました。 

このことにより、令和８年３月分保険料から保険料率の合計を５‰引き下げて 100.00‰とし、介護

保険料率についても２‰引き下げて 16.00‰とすることになりました。 

なお、保険料率引き下げ後の令和８年度予算でも経常収支が 128,781千円黒字の予算になっていま

す。 

一方で、令和８年４月１日から子ども・子育て支援金の徴収が始まるので、令和８年４月分保険料

から子ども・子育て支援金率２．３‰を引き上げることも決定されています。 

結果、令和８年４月分以降は一般保険料率９８．７‰、子ども・子育て支援金率２．３‰、調整保

険料率１．３‰となり、合計の健康保険料等率は１０２．３‰になります。 

※調整保険料とは、健康保険法に規定されており、すべての健康保険組合が健康保険組合連合会に拠出し、健康保険

組合連合会は集めた調整保険料と国からの補助を合わせて、高額な医療費に対する補助金の交付や財政運営が困難な

健康保険組合に支援補助金を交付する原資となるものです。 

 

〇 令和８年度保健事業について 

  保健事業については、令和７年度の事業内容と変更なく実施することが決定されました。 

  特定保健指導をはじめ、保健事業は健康の保持・増進のために重要な取り組みですので、皆様の積

極的な参加を求めています。 



令和８年度収入支出予算の概要 
 

１ 健康保険分（収入）                健康保険分（支出） 

科    目 予算額 千円 
被保険者 

1 人当り額 円 
科    目 予算額 千円 

被保険者 

1 人当り額  

円 

健康保険収入 2,336,111 592,771 事務費 66,986 16,997 

調整保険料収入 30,783 7,811 保険給付費 1,390,561 352,845 

繰越金 0 0 （前期高齢者納付金） 173,958 44,141 

（準備金限度外部分繰入） 2 0 （後期高齢者支援金） 527,166 133,765 

（退職積立金繰入） 1 0 （その他納付金） 3 0 

繰入金 3 1 納付金 701,127 177,906 

国庫補助金収入 28,800 7,308 保健事業費 49,081 12,454 

特定健康診査等事業収入 0 0 還付金 152 39  

（組合財政支援交付金） 1 0 営繕費 50 13  

（高額医療交付金） 20,000 5,075 財政調整事業拠出金 30,883 7,836 

財政調整事業交付金 20,001 5,075 その他 3,959 1005  

雑収入・その他 2,708 687  予備費 175,607 44,559 

収入合計 2,418,406 613,653 支出合計 2,418,406 613,653 

経常収入合計 2,340,614 593,914 経常支出合計 2,211,863 561,244 

      

収支差引額 0 0 準備金保有見込 千円 193,433  
経常収支差引額     128,751        32,670  準備金保有率  % 278.6  

 

２ 介護保険分（収入）                介護保険分（支出） 

科    目 予算額 千円 
被保険者 

1 人当り額 円  
科    目 予算額 千円 

被保険者 

1 人当り額 円 

介護保険収入 239,571 105,818 介護納付金 223,496 98,717 

繰越金 0 0 介護保険料還付金 50 22 

繰入金 1 0 積立金 2 0 

国庫補助金受入 0 0 雑支出 0 0 

雑収入 3 0 予備費 16,026 7,079 

収入合計 239,575 105,819 支出合計 239,575 105,819 

      

収支差引額 0 0 準備金保有見込 千円 47,306  

  準備金保有率  % 320.75  
 
● 予算編成の基礎となった数字 ● 
   ○ 被 保 険 者 数      3,941 人 （男性   3,132 人  女性    809 人） 
   ○ 平均標準報酬月額          403,438 円 （男性 435,575 円   女性 279,545 円） 
   ○ 総 標 準 賞 与 額        4,629,820 千円（年間合計） 

○ 平 均 年 齢       47.24 歳 （男性 48.09 歳  女性 43.78 歳） 
   ○ 被 扶 養 者 数          2,964 人 （扶養率  0.76 人） 
   ○ 前 期 高 齢 者 数              571 人 前期高齢者加入率  8.23％ 前期高齢者１人当り給付費 438,503 円 
   ○ 健 康 保 険 料 等 率     102.300 ‰（事業主 51.150‰  被保険者 51.150‰）（令和 8年 4 月以降） 
      ・一般保険料率            98.730‰（事業主 49.350‰  被保険者 49.350‰） 
         〔基本保険料率              69.080‰（事業主 34.540‰  被保険者 34.540‰）〕 
         〔特定保険料率              29.650‰（事業主 14.825‰  被保険者 14.825‰）〕 
      ・子ども・子育て支援金率     2.300‰（事業主  1.150‰  被保険者  1.150‰） 
      ・調整保険料率                 1.300‰（事業主  0.650‰  被保険者  0.650‰） 
   ○ 介護保険の対象となる被保険者数（介護保険第２号被保険者数）   3,303人 
                                 （健保被保険者数  2,264 人 健保被扶養者数 1,039 人） 

   ○ 介 護 保 険 料 率           16.000 ‰（事業主  8.000‰  被保険者  8.000‰） 



● 令和８年４月分以降の保険料率について 

  ～ 子ども・子育て支援金の徴収が始まります ～ 

 

令和８年度の保険料率については、令和８年３月分保険料で健康保険料率を５‰、介護保険料率

を２‰引き下げましたが、令和８年４月分保険料からは子ども・子育て支援金の徴収開始により、

健康保険料等率を２．３‰引き上げることになります。 

   

 １ 子ども・子育て支援金率 ２．３００‰（健康保険料等率 １０２．３００‰） 

令和８年４月１日（令和８年４月分保険料）から変更。なお、任意継続被保険者についても、令

和８年４月分保険料から次のとおり実施します。 

                                         単位：‰ 

区  分 
健康保険料等率 一般保険料率 調整保険料率 

子ども子育て 

支援金率 

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 新規 

事 業 主 ５０．０００ ５１．１５０ ４９．３５０ ４９．３５０ ０．６５０ ０．６５０ １．１５０ 

被保険者 ５０．０００ ５１．１５０ ４９．３５０ ４９．３５０ ０．６５０ ０．６５０ １．１５０ 

計 １００．０００ １０２．３００ ９８．７００ ９８．７００ １．３００ １．３００ ２．３００ 

 

 ２ 事業主、被保険者の保険料負担額 

   兵庫県建築健康保険組合では保険料を事業主、被保険者それぞれ折半で負担していただきます。 

折半した保険料額については、令和８年３月１６日、納入告知書と同封してお送りしている子ど

も・子育て支援金を含めた「令和８年４月分（令和８年５月納付分）からの健康保険料等・介護保

険料の月額表」をご確認ください。 

 

● 令和８年度保健事業の重点課題 

 

１．がん検診の受診率向上に努めます。 

今や日本人の２人に１人（男性は３人に２人、女性は２人に１人）ががんに罹り、３人に１人が

がんで死亡しています。 

がんは発見が早ければ早いほど、適切な治療で治すことができる病気です（早期のがんは、９割

程度が完治）。早期のがんを発見するためには、がん検診が極めて重要になりますので、受診機会の

拡大を目指します。 

令和５年度から６年度にかけてがん検診受診率の向上を目指して、①定期健診時にオプション検

査としてがん検診を追加いただくことと、②検査費用の事業所負担をお願いしたところです。 

ついては、①その後の各事業所でのがん検診の実施状況について再度確認させていただきたいと

考えています。 

また、②事業所におけるがん検診結果による精密検査の受診勧奨の状況についても確認させてい

ただきたいと考えています。 

具体的には、事業主様の協力を得てアンケートによる調査確認を行い、がん検診受診率の向上を

目指して事業所と共同した取り組みを進めていきます。 

 

２．ホームページを刷新し適時・的確な情報発信に努めます。 

これまで運用してきた現行のホームページは、諸般の事情により閉じて、新たなホームページ作

成することになりました。 

各種届書や保健事業の補助金請求書の作成サポート機能をご活用いただいてきた事業所様には

ご迷惑をおかけすることになり申し訳ございません。 

今後は、届書のダウンロードページから用紙を入手いただき、作成いただくようお願いします。 

なお、新たなホームページは令和８年４月１日運用開始を予定しています。 



 



● 就職などによる被扶養者の異動届出をお願いします 

 

４月になり、新卒者は就職される方が多くなります。 

被扶養者が就職により自身で健康保険に加入された場合は、被扶養者から抹消する必要があります

ので、速やかに届出いただき、資格確認書をお持ちの方は返却をお願いします。 

  被扶養者として追加する場合に、事実確認のための書類を提出していただく場合があります。 

下段の表のとおりですのでご留意ください。なお、被扶養者異動届の裏面にも添付の必要な書類を

記載しています。 

   

・被保険者と同一世帯等であることを確認できる書類 

 ※ 続柄が被保険者の曾祖父母・祖父母・父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹であっても、住民票を別世帯としている場合は、原則とし

て被扶養者と認められません。社会通念上、特別な事情があると認められる場合には特別な事情の申立書を添付してください。 

・収入に関する証明 

退職により収入要件を満たす場合 退職証明書、雇用保険被保険者離職票等のコピー 

失業給付受給中または受給終了で収入要件を満たす場合 雇用保険受給資格者証のコピー 

年金受給中の場合 現在の年金額がわかる年金額の改定通知書等のコピー 

自営業の場合 直近の確定申告書のコピー 

給与(パート・アルバイト)収入がある場合 
直近 3 か月の給与明細書、前年の源泉徴収票、月額収入が確認できる

労働契約書等のコピー 

15 歳以上※で学生の場合 学生証（有効期限内のもの）のコピーまたは在学証明書 

15 歳以上※で現在収入が無い場合(昼間の学生・配偶者を除く)  扶養理由申立書 

父母の場合 父母の収入状況確認申出書 ※令 5.9.15けんぽからのお知らせ参照 

・生計維持を確認する書類 

被扶養者が別居している場合 
被扶養者現況届 

仕送り額が確認できる預金通帳または現金書留の控えのコピー 

・日本国内に住所を有しない者で、被扶養者となる例外的理由を確認する書類（身分関係、収入確認以外に必要な書類） 

※15 歳以上は中学生を除く 

 

● 特定保健指導のご案内を送付します 

   

令和７年１０月２日から令和８年２月２０日までに提出された健診

結果から、生活習慣病のリスクが高い方を対象として生活習慣の改善

や病気を予防することを目的とした保健指導のご案内を送付していま

す。 

該当者のいる事業主様におかれては、⑴令和８年度特定保健指導の

実施について（ご案内） ⑵特定保健指導希望調査票 ⑶特定保健指

導委託業者２社のチラシ ⑷「特定保健指導を受けましょう」のパン

フレットをお配りいただくようお願いします。 

  なお、特定保健指導調査票については、委託事業者２社の中から希望するメニューを選んでいただ

き、郵送または FAXでご提出いただくようお願いします。 

  どうしても保健指導を受けられない場合は、「受けません」と記載してください。 

続柄が被保険者の曾祖父母・祖父母・父母・配偶者・子・孫・

兄弟姉妹以外の場合 
被保険者の世帯全員の住民票 

配偶者と内縁関係にある場合 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本、被保険者の世帯全員の住民票 

外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等のコピー 

外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、公的機関が発行する居住証明書等のコピー 

観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時

的に海外に渡航する者 

査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の

コピー 



● 「健診前チャレンジ」のご案内 

 

対象となる方は、令和７年４月時点で４０歳以上、BMI18.5 以上の方で、令和８年７月～令和８年

８月に健康診断を受診予定の被保険者を対象に実施しますので、案内チラシの QR コードを読み取っ

て、申込サイトへ登録してご参加ください。 

チャレンジいただく期間は、４月２７日から７月１９日までです。 

昨年の同時期に健康診断を実施した事業所には、一昨年の受診者人数分のチラシをお送りしていま

す。その他の事業所には２部お送りしています。不足する場合は増刷して対象となる方にお配りいた

だくようお願いいたします。 

 

健診までに体重を２㎏減量することで、昨年の健診結果と比較してどのような変化が現れるのか、

また、体調の変化をご自身で確認していただく取り組みです。 

健康診断の前に体調が気になる方は多くおられると思います。１年で一番、自身の健康状態に関心

がある時期と言っても過言ではないと思います。 

 

「健診の前だけ特別なことをせずとも普段通りで受けたらいい」と言われる方も多いと

思いますが、普段通りの体調の良い状態とはどんな状態でしょうか？健診結果が届いて

「ああ、やっぱり」と思われたことはありませんか？ 

そのような方は一度ベストな状態での健診受診にチャレンジしてみてください。 

 

● ホームページの新着情報 

  当健康保険組合のホームページの新着情報をご案内します。 

  〇 「掲示板」の掲載 

 

令和 8年 3月 7日 

2026.2.16 №265 ・子ども・子育て支援金制度

が始まります ・令和７年度健診結果の提出依

頼 ・健診未受診者アンケート ・ジェネリック

医薬品のご案内 ・医療費のお知らせ送付 ・健

康コラム「感染性胃腸炎」 

 

● 事業状況 

 

令和８年２月分 令和７年２月分 前年同月比

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）÷（Ｂ）

164 166 98.80%

    男 3,152 3,206 98.32%

    女 773 754 102.52%

　計 ① 3,925 3,960 99.12%

男 433,614 419,255 103.42%

女 277,110 271,403 102.10%

計 402,791 391,104 102.99%

4,462,421 4,252,275 104.94%

1,136,923 1,073,807 105.88%

2,965 3,100 95.65%

0.76 0.78 96.50%扶養率（人）　　　　　　　　　　②÷①

区　　　　　分

事業所数（件）

被保険者数（人）

平均標準報酬月額（円）

標準賞与額総計（累計・千円）

被保険者１人当たり標準賞与額（累計・円）

被扶養者数（人）　　　　　　　　　　②



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５０回 （2026年３月 16 日） 

 

      睡眠障害 

～ 気をつけよう！季節の疾患 ～ 

 

   
健康 
コラム 

出典：メスプ細胞検査研究所 HP「メスプニュース」から許可を得て編集して作成しています。 


